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幼 保 企 画 課 

 

仙台市私立保育所等重度障害児等受入促進事業の実施について 

 

概要 

 特別支援保育を必要とする重度障害児等の福祉増進のため、私立保育所等が行う重度障害児受

入促進事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助を実施する事業。 

対象 

 対象施設 

 仙台市の認可を受けた私立保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内

保育事業 

 対象児童 

 当該施設で初めて受け入れる児童で、以下①②のいずれかの場合 

①特別支援保育を利用する児童のうち、 

仙台市特別支援保育審議委員会において保育士による支援の程度が、児童２人に対して保育

士１人の配置、または児童１人に対して保育士１人の配置と認められた児童 

②医療的ケア児 

 対象経費 

 対象児童を初めて受け入れる際、それに伴い必要な備品等を購入した場合の備品購入費、改修

費（想定備品としては座位保持バギー、介護用おんぶひも等） 

※ただし他補助金の対象となっている事業については不可 

 上記（２）に記載する対象児童１人あたり 100,000 円上限 

 １施設で対象児童が複数人いる場合、対象人数分申請可 

 ただし予算を超える額の申請希望があった場合、１施設あたり 100,000 円を上限とする 

スケジュール・申請の流れ（予定） 

 事業者へ周知（10月頃） 

 事前協議（10月～12 月）（対象児童と補助対象とする備品等の妥当性の確認） 

 交付申請（～２月 28 日） 

 交付決定（～３月上旬（順次）） 
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